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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カードの挿入口が形成され、前記カードに接続する接続端子が埋設された樹脂製のハウ
ジングと、
　前記カードの挿入方向に、前記カードと共に前記ハウジング内をスライドするスライド
部材と、
　前記カードの排出方向に、前記スライド部材を付勢する排出バネと、
　前記排出バネの付勢力に抗して、前記ハウジングに対して前記スライド部材をロック位
置にロックするロック機構とを備え、
　前記スライド部材がスライドするスライド領域に金属部材が設けられているとともに、
前記金属部材が前記ハウジングの底壁に埋設されており、
　前記ハウジングの底壁に、前記スライド部材の挿入方向への移動をガイドするガイド壁
が形成されており、
　前記ハウジングの底壁の厚みよりも前記金属部材の厚みを薄く形成し、
　前記ハウジングの前記スライド領域において前記カードが挿入される高さよりも低い位
置で前記スライド部材をスライドさせることを特徴とするカード用コネクタ。
【請求項２】
　前記金属部材は、折り曲げられた屈曲部を有し、
　前記金属部材の屈曲部は、前記ガイド壁内に埋設されていることを特徴とする請求項１
に記載のカード用コネクタ。
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【請求項３】
　前記金属部材の屈曲部は、複数の屈曲部であることを特徴とする請求項２に記載のカー
ド用コネクタ。
【請求項４】
　前記ハウジングには、前記スライド領域を形成する側壁及びガイド壁が設けられ、
　前記金属部材は、前記側壁及び／または前記ガイド壁内に埋設されていることを特徴と
する請求項１に記載のカード用コネクタ。
【請求項５】
　前記金属部材は、折り曲げられた屈曲部を有し、
　前記金属部材の屈曲部は、前記側壁及び／または前記ガイド壁内に埋設されていること
を特徴とする請求項４に記載のカード用コネクタ。
【請求項６】
　前記金属部材の屈曲部は、複数の屈曲部であることを特徴とする請求項５に記載のカー
ド用コネクタ。
【請求項７】
　前記金属部材は、グランド接続部を有することを特徴とする請求項１から請求項３のい
ずれかに記載のカード用コネクタ。
【請求項８】
　前記ハウジングの底壁には、前記接続端子と前記挿入口との間の領域を通って前記金属
部材のグランド接続部に延びる延長部が埋設されたことを特徴とする請求項７に記載のカ
ード用コネクタ。
【請求項９】
　前記延長部は、前記ハウジングの挿入口側で半田付けされる半田付け部を有することを
特徴とする請求項８に記載のカード用コネクタ。
【請求項１０】
　前記延長部は、前記ハウジングの挿入口側で前記挿入口から挿入されるカードに接触す
る接触子を有することを特徴とする請求項８または請求項９に記載のカード用コネクタ。
【請求項１１】
　前記ハウジングには、挿入方向に向かって、前記延長部と、前記接続端子と、前記カー
ドの装着を検出するスイッチとが配置され、前記延長部、前記接続端子、および前記スイ
ッチは、樹脂により区分されたことを特徴とする請求項８から請求項１０のいずれかに記
載のカード用コネクタ。
【請求項１２】
　前記金属部材は、前記ハウジングの底壁に形成された開口内に露出させて配置されるこ
とを特徴とする請求項１に記載のカード用コネクタ。
【請求項１３】
　前記金属部材は、前記ハウジングの開口の周囲に埋設されて該開口の周囲を補強する補
強部を有することを特徴とする請求項１２に記載のカード用コネクタ。
【請求項１４】
　前記補強部は、前記金属部材の端部から折り曲げられた屈曲部からなることを特徴とす
る請求項１３に記載のカード用コネクタ。
【請求項１５】
　前記ロック機構は、前記スライド部材または前記ハウジングに形成されたハートカム溝
と、前記ハートカム溝を摺動するラッチピンとを有し、前記ハートカム溝と前記ラッチピ
ンとの摺動位置に応じて前記スライド部材のロックおよびロック解除を切り換えるプッシ
ュ－プッシュ式の排出構造を有することを特徴とする請求項１から請求項１４のいずれか
に記載のカード用コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、カード用コネクタに関し、特に、マイクロＳＤカード等の薄型カードに対応
したカード用コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カードの薄型化に伴い、カード用コネクタの薄型化が求められている。一般にカ
ード用コネクタにおいては、複数の端子を電気的に分離して配置するために樹脂性のハウ
ジングが用いられており、この樹脂製のハウジングの底壁の厚みを薄くすることにより、
カード用コネクタの薄型化が図られている。このような樹脂製のハウジングは、溶融させ
た合成樹脂を金型内に射出し充填して固化させることにより成形されるが、薄肉にしよう
とすると金型内に樹脂が拡がりきる前に固まるため、薄型のハウジングを成形することが
困難となっていた。
【０００３】
　また、樹脂によりハウジングの底壁を薄く成形できたとしても、十分な強度を得ること
ができず、例えば、リフロー時にハウジングが変形し易くなるという問題があった。この
問題を解決するカード用コネクタとして、ハウジングの底壁全体を薄い金属板で構成した
ものが知られている（例えば、特許文献１参照）。このカード用コネクタは、複数の接続
端子を保持した樹脂ブロックをハウジングの金属製の底板に配置して組み立てることによ
り、十分な強度を確保しつつ薄型化を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２１７７１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記したような従来のカード用コネクタにおいては、ハウジングの底壁
全体が金属製の底板により形成されるため、複数の接続端子をハウジングに一体化するこ
とができず、部品点数が増加すると共に、組立が煩雑となり、製造コストが高くなるとい
う問題があった。
【０００６】
　本発明はこのような実情に鑑みてなされたものであり、安価な構成で、十分な強度を確
保しつつ、薄型化を図ることができるカード用コネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のカード用コネクタは、カードの挿入口が形成され、前記カードに接続する接続
端子が埋設された樹脂製のハウジングと、前記カードの挿入方向に、前記カードと共に前
記ハウジング内をスライドするスライド部材と、前記カードの排出方向に、前記スライド
部材を付勢する排出バネと、前記排出バネの付勢力に抗して、前記ハウジングに対して前
記スライド部材をロック位置にロックするロック機構とを備え、前記スライド部材がスラ
イドするスライド領域に金属部材が設けられているとともに、前記金属部材が前記ハウジ
ングの底壁に埋設されており、前記ハウジングの底壁に、前記スライド部材の挿入方向へ
の移動をガイドするガイド壁が形成されており、前記ハウジングの底壁の厚みよりも前記
金属部材の厚みを薄く形成し、前記ハウジングのスライド領域において前記カードが挿入
される高さよりも低い位置で前記スライド部材をスライドさせることを特徴とする。
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記金属部材は、折り曲げられた屈曲
部を有し、前記金属部材の屈曲部は、前記ガイド壁内に埋設されている。
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記ハウジングには、前記スライド領
域を形成する側壁及びガイド壁が設けられ、前記金属部材は、前記側壁及び／または前記
ガイド壁内に埋設されている。
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記金属部材は、折り曲げられた屈曲
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部を有し、前記金属部材の屈曲部は、前記側壁及び／または前記ガイド壁内に埋設されて
いる。
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記金属部材の屈曲部は、複数の屈曲
部である。
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記金属部材は、前記ハウジングの底
壁に形成された開口内に露出させて配置される。
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記金属部材は、前記ハウジングの開
口の周囲に埋設されて該開口の周囲を補強する補強部を有する。
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記補強部は、前記金属部材の端部か
ら折り曲げられた屈曲部からなる。
【０００８】
　この構成によれば、樹脂製のハウジングの底壁に、接続端子が埋設されると共に、部分
的に金属部材が埋設されるため、ハウジングを薄型化した場合であっても、接続端子を別
体にすることなく、ハウジングの強度を高めることができる。したがって、部品点数を増
加しないため、組立を単純化して製造コストを低減することができる。また、スライド部
材やロック機構によってカード用コネクタ全体の厚み方向の寸法が規定される場合には、
スライド部材のスライド領域に金属部材が埋設されるため、薄型の金属部材を使用するこ
とにより強度を確保した状態でカード用コネクタを薄型化することができる。さらに、ス
ライド部材が排出バネにより、ハウジングの底壁側に押し下げられつつ排出方向に付勢さ
れる場合には、スライド部材の押し下げを金属部材で受けるため、リフロー時の変形を防
止することができる。
【０００９】
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記ロック機構は、前記スライド部材
または前記ハウジングに形成されたハートカム溝と、前記ハートカム溝を摺動するラッチ
ピンとを有し、前記ハートカム溝と前記ラッチピンとの摺動位置に応じて前記スライド部
材のロックおよびロック解除を切り換えるプッシュ－プッシュ式の排出構造を有すること
を特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、スライダ部材にハートカム溝を形成可能な厚みを持たせると共に、
ラッチピンの収容空間を確保したカード用コネクタを、強度を確保した状態で薄型化する
ことができる。
【００１１】
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記金属部材は、グランド接続部を有
することを特徴とする。
【００１２】
　この構成によれば、スライドと金属部材との摺接により発生する静電気をグランドに逃
がすことができる。また、付勢バネと金属部材とが接触する場合には、付勢バネで発生す
る静電気を逃がすことができる。
【００１３】
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記ハウジングの底壁には、前記接続
端子と前記挿入口との間の領域を通って前記金属部材のグランド接続部に延びる延長部が
埋設されたことを特徴とする。
【００１４】
　この構成によれば、延長部により挿入口からのノイズを低減し、接続端子を介してカー
ド用コネクタとカードとの信号授受を安定して行うことができる。
【００１５】
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記延長部は、前記ハウジングの挿入
口側で半田付けされる半田付け部を有することを特徴とする。
【００１６】
　この構成によれば、半田付け部が半田付けされることにより、カード用コネクタの挿入
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口側の強度を高めて、カード用コネクタの反りを防止することができる。
【００１７】
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記延長部は、前記ハウジングの挿入
口側で前記挿入口から挿入されるカードに接触する接触子を有することを特徴とする。
【００１８】
　この構成によれば、カードの挿入時に、ハウジングの挿入口側でカードと接触子とが接
触することにより、カードに帯電した静電気をグランドに逃がし、カードの誤動作を防止
することができる。
【００１９】
　また本発明は、上記カード用コネクタにおいて、前記ハウジングには、挿入方向に向か
って、前記延長部と、前記接続端子と、前記カードの装着を検出するスイッチとが配置さ
れ、前記延長部、前記接続端子、および前記スイッチは、樹脂により区分されたことを特
徴とする。
【００２０】
　この構成によれば、延長部、接続端子およびスイッチが樹脂により電気的に区分される
ため、カード用コネクタの電気的な誤作動を防止することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、プッシュ－プッシュ式の排出構造を備えたカード用コネクタにおいて
、安価な構成で、十分な強度を確保しつつ、薄型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係るカード用コネクタの実施の形態を示す図であり、カード用コネクタ
の斜視図である。
【図２】本発明に係るカード用コネクタの実施の形態を示す図であり、カード用コネクタ
の分解斜視図である。
【図３】本発明に係るカード用コネクタの実施の形態を示す図であり、ハウジングの上面
図である。
【図４】本発明に係るカード用コネクタの実施の形態を示す図であり、ハウジングに埋設
された導体部分の上面図である。
【図５】本発明に係るカード用コネクタの実施の形態を示す図であり、カード用コネクタ
に対するカードの装着動作の説明図である。
【図６】本発明に係るカード用コネクタの実施の形態を示す図であり、カードの平面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明が適用されるカード用コネクタにおいては、カードの薄型化に伴い、薄型化が求
められている。このようなカード用コネクタとしては、プッシュ－プッシュ式の排出構造
を備えたものが知られている。このカード用コネクタは、カードの挿入／排出方向にカー
ドと共にスライドするスライド部材を有し、このスライド部材に形成されたハートカム溝
をラッチピンが摺動することにより、スライド部材を介してカードの挿入位置、排出位置
が決定される。
【００２４】
　プッシュ－プッシュ式のカード用コネクタにおいては、スライド部材またはハウジング
のいずれか一方にハートカム溝を形成してラッチピンの一端をカム溝の壁と係合させて選
択的にロックし、ラッチピンの他端をハートカム溝が設けられていない他方の部材に軸支
する構造を有している。スライド部材とハウジングに掛け渡したラッチピンを介して掛け
止めするため、ラッチピンが抜け出ないようにスライド部材にラッチピンの収容空間が必
要となる。また、スライド部材にハートカム溝を設けるものでは、高低差のあるハートカ
ム溝を形成可能な厚みをスライド部材に持たせる必要がある。そのため、排出構造に合わ
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せて厚み方向の寸法が設定される。したがって、プッシュ－プッシュ式のカード用コネク
タを薄型化する際には、ハウジングの底壁においてスライド部材がスライドするスライド
領域の厚みを薄く成形することが重要となる。
【００２５】
　また、スライド部材は、排出バネにより一部がハウジングの底壁側に押し下げられた状
態で、排出方向に付勢されている。この場合、スライド部材の押し下げにより、リフロー
時にハウジングの底壁のスライダに摺接する部分が変形し易くなるため、この部分に十分
な強度を確保する必要があった。本発明の骨子は、プッシュ－プッシュ式の排出構造を備
えたカード用コネクタにおいて、ハウジングの底壁のスライダに摺接する部分を金属薄板
により構成することにより、十分な強度を確保しつつ、薄型化を実現することである。
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に
おいては、本発明をマイクロＳＤカード用のカード用コネクタに適用する場合について説
明する。しかしながら、本実施の形態に係るカード用コネクタの適用対象については、こ
れに限定されるものではなく適宜変更が可能である。
【００２７】
　まず、本発明の実施の形態に係るカード用コネクタについて説明する前に装着対象とな
るカードについて説明する。図６は、本発明の実施の形態に係るカードの平面図であり、
（ａ）は上面図、（ｂ）は側面図を示している。
【００２８】
　図６（ａ）、（ｂ）に示すように、カード４６は、いわゆるマイクロＳＤカードであり
、上面視略矩形状に形成されている。カード４６の一側部は、平面視において、挿入方向
の先端側の略半部が後端側の略半部よりも幅狭となる段状に形成されている。また、カー
ド４６の一側部には、部分的に切欠部４７が形成されており、この切欠部４７により後述
するスライド部材６に係合する係合部４８が形成されている。また、カード４６は、先端
部から後端部近傍にかけて略一定の厚みであり、後端部において厚みが大きくなる段状に
形成されている。
【００２９】
　カード４６の先端部の厚みは、カード用コネクタ１の挿入口４に挿入可能な大きさに形
成され、カード４６の後端部の厚みは、カード用コネクタ１の挿入口４に挿入不能な大き
さに形成されている。したがって、カード４６は、先端側から挿入されたときのみ、カー
ド用コネクタ１に装着されるため、カード４６の誤挿入が防止される。また、カード４６
の先端側の背面には、カード用コネクタ１の複数の接続端子１１に接触する図示しない複
数のパッドが設けられている。
【００３０】
　次に、図１および図２を参照して、カード用コネクタの全体構成について説明する。図
１は、本発明の実施の形態に係るカード用コネクタの斜視図である。図２は、本発明の実
施の形態に係るカード用コネクタの分解斜視図である。
【００３１】
　図１および図２に示すように、本実施の形態に係るカード用コネクタ１は、上面および
前面が開口された合成樹脂製のハウジング２と、ハウジング２の上面の開口に装着されて
カードの装着空間を形成する金属製のカバー３とを備え、ハウジング２およびカバー３が
組み合わされて挿入口４を有する箱状体をなしている。ハウジング２の底壁２ａの中央部
分には、複数の接続端子１１が設けられている。底壁２ａに設けられた各接続端子１１は
、底壁２ａの中央部分から奥壁２ｂに向かって延在している。
【００３２】
　ハウジング２の奥壁２ｂには、カード４６の装着検出用のスイッチ５が設けられている
。スイッチ５は、奥壁２ｂ側から挿入口４側に折り曲げられたバネ部１３と、バネ部１３
の自由端に設けられたスイッチ頭部１４とを有している。スイッチ頭部１４の下面には、
バネ部１３に連なる可動接点部が露出されており、この可動接点部が底壁２ａに設けられ
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た固定接点部１５に離接可能に構成されている。
【００３３】
　スイッチ５は、カード４６の挿入により奥壁２ｂ側に押し込まれると、スイッチ頭部１
４が固定接点部１５上を乗り上がり、カード４６の装着を検出する。この場合、固定接点
部１５は、挿入口４側から奥壁２ｂ側に向けて高くなるように傾斜しているため、スイッ
チ５が奥壁２ｂ側に押し込まれるのに伴って、可動接点部との接触性が向上される。
【００３４】
　ハウジング２の一の側壁２ｃには、側壁２ｃに沿ってスライド可能な合成樹脂製のスラ
イド部材６と、スライド部材６のスライドに伴って伸縮するコイル状の排出バネ７とが設
けられている。排出バネ７は、一端が奥壁２ｂに当接され、他端がスライド部材６に当接
されており、スライド部材６を排出方向に付勢している。また、ハウジング２の底壁２ａ
には、側壁２ｃと共にスライド部材６を挿入方向にガイドするガイド壁２ｅが、上面から
僅かに突出して設けられている。
【００３５】
　ガイド壁２ｅと側壁２ｃとで形成されるスライド部材６のスライド領域には、金属板２
１が設けられている。金属板２１は、スライド部材６のスライド方向に延在しており、カ
ード用コネクタ１の挿入方向における撓みに対する剛性を高めている。金属板２１は、ハ
ウジング２の底壁２ａの厚みよりも薄く形成されており、底壁２ａにおいてカード４６が
挿入される部分よりも低い位置でスライド部材６をスライド可能としている。金属板２１
はガイド壁２ｅと側壁２ｃとで囲まれたハウジング２の開口を塞ぐように嵌め込んで取り
付けることも可能だが、合成樹脂性のハウジング２を形成するときに、金属板２１をイン
サート成形によって一体に埋設することが可能である。
【００３６】
　また、金属板２１は、樹脂材料よりも摩擦抵抗が低いため、樹脂上をスライド部材６に
スライドさせる構成と比較して、スライド部材６を円滑にスライドさせることが可能とな
る。さらに、スライド部材６が、排出バネ７によりハウジング２の底壁２ａ側に押し下げ
られた状態で付勢される場合においても、スライド領域の強度が金属板２１により確保さ
れるため、リフロー時の変形を防止することが可能となる。
【００３７】
　スライド部材６は、排出バネ７に付勢された状態で挿入および排出方向にスライド可能
に構成されている。スライド部材６の前端側にはハートカム溝２３が形成されており、こ
のハートカム溝２３と奥壁２ｂに設けられたラッチピン２４によりスライド部材６の位置
が規定される。ラッチピン２４は、側壁２ｃに沿って延在し、両端が底壁２ａに向かって
略直角に屈曲している。ラッチピン２４の一端は、奥壁２ｂに回動可能に支持され、他端
はスライド部材６のハートカム溝２３上に摺動される。
【００３８】
　ハートカム溝２３は、複数の段差と傾斜を有して上面視ハート型の環状に形成されてお
り、スライド部材６のスライドに応じてラッチピン２４の他端を一方向に摺動させる。ス
ライド部材６が奥壁２ｂ近傍の装着位置に押し込まれると、ラッチピン２４の他端がハー
トカム溝２３の係止部分に係止され、排出バネ７の付勢によるスライド部材６の復帰が規
制される。この状態からさらにスライド部材６が押し込まれると、ラッチピン２４とハー
トカム溝２３との係止状態が解除されて、排出バネ７の付勢によりスライド部材６が復帰
される。このように、ラッチピン２４とハートカム溝２３は、スライド部材６の装着位置
における保持機能を有している。
【００３９】
　この場合、スライド部材６にハートカム溝２３を形成可能な厚みを持たせると共に、ス
ライド部材６の上方にラッチピン２４の収容空間が形成されるため、カード用コネクタ１
の設計上、この部分に最大の高さが必要となる。このため、カード用コネクタ１は、スラ
イド領域を基準として厚みが設計されるが、上記したように、金属板２１によりスライド
部材６が低い位置でスライドされるため、カード用コネクタ１を薄型化することが可能と
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なる。
【００４０】
　また、スライド部材６の後端側には、カード４６の係合部４８に係合される係合凹部２
６が形成されている。この係合凹部２６にカード４６の係合部４８が係合されることで、
スライド部材６がカード４６と一体的にスライドされる。また、係合凹部２６は、ハウジ
ング２の中央に向かって僅かに突出する爪部２７を有している。爪部２７は、係合凹部２
６に係合部４８が係合されると、カード４６の切欠部４７に入り込み、カード４６の排出
方向の抜けを抑制する。
【００４１】
　カバー３は、金属性の板材を折り曲げて形成されており、上面の一側方にはラッチピン
２４を押えるピン押え３１が形成されている。ピン押え３１は、底壁２ａ側に切り起され
た片持ちバネであり、ラッチピン２４の中間部分を下方に押圧してラッチピン２４の他端
をハートカム溝２３に押し付けている。また、カバー３上面の挿入口４側の略半部には、
カード４６の飛び出し防止用の一対の制動片３２が形成されている。一対の制動片３２は
、底壁２ａ側に僅かに切り起された片持ちバネであり、カード４６の上面に接触して、カ
ード４６の排出時の飛び出しを抑制している。
【００４２】
　図３および図４を参照して、ハウジングおよびハウジングに埋設された導体部分につい
て詳細に説明する。図３は、本発明の実施の形態に係るハウジングの上面図である。図４
は、本発明の実施の形態に係るハウジングに埋設された導体部分の上面図である。
【００４３】
　図３に示すように、ハウジング２は、スライド領域に対応して開口が形成されており、
この開口に略矩形状の金属板２１が露出された状態で埋設されている。金属板２１の短手
方向の両端部には、上方に折り曲げられた複数の屈曲部３４が挿入口４側から奥壁２ｂと
の間を縦断するように整列して複数形成されている（図４参照）。この複数の屈曲部３４
は、側壁２ｃ内およびガイド壁２ｅ内に埋設されており、ハウジング２の開口の周囲に形
成された側壁２ｃおよびガイド壁２ｅを補強している。この埋設にあたっては、射出成形
機に取り付けられた金型内に金属板２１を保持した状態で、溶融された合成樹脂を射出成
形して金型内に充填し固化することでハウジング２と一体に成形するインサート成形によ
って製造することができる。
【００４４】
　側壁２ｃの挿入口４側の略半部には、スライド部材６の揺動を許容する凹状の逃げ部３
５が形成されている。この逃げ部３５によってスライド部材６の揺動が許容されることに
より、排出位置におけるカード４６の抜き出しが許容され、装着位置におけるカード４６
の抜き出しが禁止される。なお、スライド部材６の揺動動作の詳細については、後述する
。
【００４５】
　ハウジング２の奥壁２ｂには、排出バネ７の一端を支持する凸部３６が設けられている
。この凸部３６の下方は、金属板２１を避けるように開口３７が形成されている。この開
口３７には、ハウジング２の成形時に、奥壁２ｂに凸部３６を形成するための金型が設置
される。
【００４６】
　また、図３および図４に示すように、ハウジング２には、金属板２１の挿入口４側から
幅方向に延びる第１の延長部４１と、第１の延長部４１の先端側から奥壁２ｂに向かって
延びる第２の延長部４２とが埋設されている。第１の延長部４１は、複数の接続端子１１
と挿入口４との間の領域に配置され、第２の延長部４２は、複数の接続端子１１の側方に
配置される。
【００４７】
　すなわち、第１、第２の延長部４１、４２は、金属板２１と共に、複数の接続端子１１
の三方を囲うように延在している。この構成により、カード用コネクタ１の挿入方向およ
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び幅方向の撓みに対する剛性を高めると共に、挿入口４側からのノイズを低減し、複数の
接続端子１１を介してカード用コネクタ１とカード４６との信号授受を安定させることが
可能となる。
【００４８】
　第１の延長部４１には、延在方向の途中部分から、ハウジング２の挿入口４側に形成さ
れた開口３９に向けて突出する一対の半田付け部４３が設けられている。一対の半田付け
部４３は、グランドに接続され、カード用コネクタ１内で発生する静電気をグランドに逃
がしている。また、半田付け部４３の半田付けにより、カード用コネクタ１の挿入口４側
の幅方向の撓みに対する剛性を高めて、カード用コネクタ１の反りを防止することが可能
となる。
【００４９】
　また、第１の延長部４１は、挿入口４に対して露出されており、延在方向の途中部分か
ら挿入口４に向けて延びる一対の接触子４４が設けられている。一対の接触子４４は、カ
ード４６の挿入時に、幅方向に延在する第１の延長部４１と共にカード４６の先端部分に
接触してカード４６に帯電した静電気を、半田付け部４３を介してグランドに逃がしてい
る。この場合、一対の接触子４４および第１の延長部４１により２段階でカード４６が除
電されるため、高い除電効果を得ることが可能となる。よって、カード４６に帯電した静
電気によるカード４６の誤動作を防止することが可能となる。
【００５０】
　さらに、第１の延長部４１は、金属板２１およびグランド間を接続しているため、金属
板２１とスライド部材６との間で発生する静電気を、半田付け部４３を介してグランドに
逃がしている。また、金属板２１には、排出バネ７も接触されているため、排出バネ７の
伸縮によって発生する静電気も、半田付け部４３を介してグランドに逃がされる。このよ
うに、カード用コネクタ１に帯電する静電気もグランドに逃がされるため、カード用コネ
クタ１の帯電した静電気によるカード４６の誤動作を防止することが可能となる。
【００５１】
　このように構成されたハウジング２において、カード４６およびカード用コネクタ１を
除電する第１の延長部４１、カード４６のパッドに接続する複数の接続端子１１、カード
４６の装着を検出するスイッチ５を構成する各導体部分は、絶縁性の樹脂により区分され
ている。したがって、第１の延長部４１、接続端子１１およびスイッチ５を構成する導体
部分が電気的に区分されるため、カード用コネクタの電気的な誤作動を防止することが可
能となる。
【００５２】
　図５を参照して、カード用コネクタに対するカードの装着動作について説明する。図５
は、本実施の形態に係るカード用コネクタに対するカードの装着動作の説明図である。
【００５３】
　図５（ａ）に示すように、カード用コネクタ１にカード４６が挿入されると、カード４
６の一側部に形成された係合部４８によりスライド部材６の爪部２７が側方に押圧される
。カード４６の係合部４８によりスライド部材６の爪部２７が押圧されると、スライド部
材６がラッチピン２４の他端を支点として、ハウジング２の側壁２ｃに形成された逃げ部
３５に向けて揺動される。
【００５４】
　図５（ａ）の状態から、さらにカード４６が押し込まれると、図５（ｂ）に示すように
、排出位置においてカード４６の係合部４８がスライド部材６の係合凹部２６に係合され
る。この場合、スライド部材６の爪部２７がカード４６の切欠部４７に入り込み、カード
４６の係合部４８によるスライド部材６の爪部２７に対する押圧が解除されるため、スラ
イド部材６がラッチピン２４の他端を支点として、逃げ部３５から元の位置に揺動される
。
【００５５】
　この排出位置においては、逃げ部３５によりスライド部材６が揺動可能なため、カード
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４６の抜き出しが許容される。具体的には、カード４６に対し排出方向に力を加えると、
ラッチピン２４の他端を支点として、スライド部材６が逃げ部３５に向かって揺動される
。このスライド部材６の揺動により、カード４６の切欠部４７からスライド部材６が外れ
、カード４６の抜き出しが許容される。
【００５６】
　図５（ｂ）の状態から、さらにカード４６が押し込まれると、図５（ｃ）に示すように
、ラッチピン２４の他端がハートカム溝２３の係止部分に係止され、カード４６がスライ
ド部材６と共に装着位置に保持される。このとき、スライド部材６は、側壁２ｃおよびガ
イド壁２ｅにより揺動を規制した状態で挿入方向にガイドされる。カード４６が装着位置
まで挿入されると、スイッチ５が押し込まれて、カード４６の装着が検出される。
【００５７】
　この装着位置においては、側壁２ｃおよびガイド壁２ｅによりスライド部材６の揺動が
規制されるため、カード４６の抜き出しが禁止される。具体的には、カード４６に対し排
出方向に力を加えても、スライド部材６の揺動が規制されるため、爪部２７がカード４６
の切欠部４７から外れず、カード４６の抜き出しが禁止される。この場合、側壁２ｃは、
金属板２１の複数の屈曲部３４により補強されているため、側壁２ｃの変形が強く抑えら
れる。したがって、スライド部材６の揺動が強く規制され、装着位置におけるカード４６
の強引な抜き出しが禁止される。
【００５８】
　そして、図５（ｃ）の状態から、さらにカード４６が押し込まれると、ラッチピン２４
とハートカム溝２３との係止状態が解除されて、スライド部材６が排出バネ７により排出
位置に押し戻される。
【００５９】
　以上のように、本実施の形態に係るカード用コネクタ１によれば、樹脂製のハウジング
２の底壁２ａに、接続端子１１が埋設されると共に、部分的に金属板２１が埋設されるた
め、ハウジング２を薄型化した場合であっても、接続端子１１を別体にすることなく、ハ
ウジング２の強度を高めることができる。したがって、部品点数を増加しないため、組立
を単純化して製造コストを低減することが可能となる。また、スライド部材６やラッチピ
ン２４によってカード用コネクタ１全体の厚み方向の寸法が規定される場合には、スライ
ド部材６のスライド領域に金属板２１が埋設されるため、強度を確保した状態でカード用
コネクタ１を薄型化することが可能となる。
【００６０】
　なお、上記した実施の形態においては、本発明をマイクロＳＤカードに対応したカード
用コネクタに適用する構成としたが、この構成に限定されるものではない。マイクロＳＤ
カード以外にカードに対応可能なカード用コネクタに適用するようにしてもよい。
【００６１】
　また、上記した実施の形態においては、本発明を１種類のカードに対応したカード用コ
ネクタに適用する構成としたが、この構成に限定されるものではない。２種類以上のカー
ドに対応可能なコンバイン型のカード用コネクタや、３種類以上のカードに対応可能なカ
ード用コネクタに適用してもよい。
【００６２】
　また、上記した実施の形態においては、スライド部材のハートカム溝とラッチピンとに
よりロック機構を構成したが、この構成に限定されるものではない。スライド部材にラッ
チピンの支点を設けてハウジングにハートカム溝を設ける構成としてもよい。スライダ部
材をカードの装着位置にロック可能な構成であれば、どのような構成であってもよい。
【００６３】
　また、上記した実施の形態においては、排出バネによりスライド部材をハウジングの底
壁側に押し下げつつ排出方向に付勢する構成としたが、この構成に限定されるものではな
い。排出バネによりスライド部材を排出方向に付勢する構成であればよく、スライド部材
を押し下げない構成としてもよい。
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【００６４】
　また、上記した実施の形態においては、金属板に延長部を設ける構成としたが、この構
成に限定されるものではない。金属板により、十分な強度を確保しつつ薄型化を図ること
ができる構成であればよく、延長部を設けない構成としてもよい。
【００６５】
　また、上記した実施の形態においては、延長部に接触子を設け、延長部と接触子とによ
りカードを除電する構成としたが、この構成に限定されるものではない。接触子を設けず
に延長部だけでカードを除電する構成としてもよいし、接触子のみを露出させて接触子だ
けでカードを除電する構成としてもよい。
【００６６】
　また、上記した実施の形態においては、金属板が延長部を介してグランドに接地される
構成としたが、この構成に限定されるものではない。金属板がグランドに接地されていれ
ばよく、例えば、金属板が直にグランドに接地される構成としてもよい。
【００６７】
　また、今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であってこの実施の形態に制限さ
れるものではない。本発明の範囲は、上記した実施の形態のみの説明ではなくて特許請求
の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含ま
れることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　以上説明したように、本発明は、安価な構成で、十分な強度を確保しつつ、薄型化を図
ることができるという効果を有し、特に、マイクロＳＤカード等の薄型カードに対応した
カード用コネクタに有用である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　カード用コネクタ
　２　ハウジング
　３　カバー
　４　挿入口
　６　スライド部材
　７　排出バネ
　１１　接続端子
　２１　金属板
　２３　ハートカム溝（ロック機構）
　２４　ラッチピン（ロック機構）
　２６　係合凹部
　２７　爪部
　３４　屈曲部
　３５　逃げ部
　４１　第１の延長部（延長部）
　４２　第２の延長部（延長部）
　４３　半田付け部
　４４　接触子
　４６　カード
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